
















[ パートタイム労働者の態様 ]
通常の労働者と比較して、 賃金 教育訓練 福利厚生

職務の内容
（業務の内容
及び責任）

人材活用の仕組
みや運用など（人
事異動等の有無
及び範囲）

契約期間 職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等

左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの

左以外のもの
（キャリアアップ
のための訓練
など）

・給食施設
・休憩室
・更衣室

左以外のもの
（慶弔休暇、
社宅の貸与等）

①通常の労働者と同視すべき
　パートタイム労働者

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
同じ

全雇用期間
を通じて
同じ

無期又は反復
更新により
無期と同じ

②�通常の労働者と職務の内容と人材活用の�
仕組みや運用などが同じパートタイム労働者

□ ー ○ △ ○ ー
同じ 一定期間は

同じ ー

③通常の労働者と職務の内容が同じ
　パートタイム労働者

△ ー ○ △ ○ ー
同じ 異なる ー

④通常の労働者と職務の内容も異なる
　パートタイム労働者

△ ー △ △ ○ ー
異なる ー ー
































































































































